
    板野町東児童館・西児童館・南児童館の利用について 

（ご案内） 

 

板野町の３児童館は，板野町にお住まいのお子様ならどなたでも自由に利用することができます。た

だし，保育園や幼稚園，学童保育のようないわゆる保育や教育を行ったり，託児を行ったりする施設で

はありません。児童館は，健全な遊びを提供し，異年齢の子ども達が交流することで，自主性や社会性

を培うとともに，地域の方々のご支援を頂きながら，様々な活動を行い，地域ぐるみで子育てをする「児

童厚生施設」となっております。 

平成２０年４月より，板野町社会福祉協議会が管理運営をいたしております。 

※児童厚生施設とは？ 

児童に健全な遊びを通して，児童の健康を増進することや情操を豊かにすることを目的としており，

児童の自主性や社会性を高めるなど，児童健全育成の推進を図っていく施設です。 

    

１．児童館の利用について 

 

○対象児童 板野町内にお住まいの乳幼児から義務教育修了までのお子様 

    ※ただし，満４歳以下の小さなお子様は，保護者同伴でお願いいたします。 

  ○開館日  月曜日から金曜日および第１・第３土曜日 

  ○休館日  日曜日，祝日，年末年始および第２・第４・第５土曜日 

  ○開館時間 午前９時３０分～午後６時１５分 

              ※幼稚園，小学校の長期休業中（春・夏・冬休み）午前８時 00 分～午後６時 30 分 

       また，代休日および土曜日（長期休業中を除く）は午前８時 30 分～午後６時 15 分                  

 ○利用料   無 料 

 

２．児童の安全管理と児童安全共済制度等について 

 

 児童館の安全管理につきましては，児童館職員はもとより，板野町および社会福祉協議会が万全の体

制で管理運営を行っております。しかし，万が一に備え，児童安全共済制度等に加入させていただいて

おります。（個人負担はありません。） 

この共済制度等は，児童や保護者等の来館者が，児童館内や児童館敷地内において怪我をした場合に

のみ補償がうけられます。怪我をした場所や状況によっては，補償の対象にならない場合があります。 

 

【お問い合わせ先】 

 

ご不明な点がございましたら，下記の板野町社会福祉協議会または，各児童館までお気軽に 

お問い合わせください。 

 

☆板野町社会福祉協議会  ☎６７２－００５１ 

  ☆板野町東児童館     ☎６７２－３６５１ 

☆板野町西児童館     ☎６７２－６０６０ 

☆板野町南児童館     ☎６７２－０１１３ 



３．児童館を利用するにあたって 
 

○緊急時の連絡のため，必ず「利用者名簿」の提出をお願いいたします。なお，「利用者名簿」は

年度ごとに提出していただきますが，年度途中で電話番号等の変更がありましたら，速やかにご連

絡をお願いいたします。 
 

○自動車による送迎時には，他の交通の妨げにならないよう，決められた場所に駐車してください。 
 

  ○不審者対策として，保護者以外の方がお迎えに来られる場合は，事前にお知らせください。 
 

○「暴風警報」や「特別警報」（大雨・洪水・大雪・暴風雪等の危険度が最も大きい場合）が発令

されましたら，「自宅待機」となります。お子さまが利用中の場合は，早期のお迎えをお願いいた

します。 

なお，警報発令時にお迎えに来られない場合には，通常時の利用時間内であれば「児童館で待機」

することができます。 
 

○発熱，下痢，感染症等で体調不良のお子様は，利用をご遠慮ください。なお，インフルエンザ等

で学級閉鎖となった場合，該当する学級のお子様は，学級閉鎖の期間中，利用できませんので，ご

承知おきください。 

学校保健安全法で定められた感染症 

インフルエンザ・百日せき・麻疹（はしか）・おたふくかぜ・風疹（三日ばしか） 

水痘（水ぼうそう）・咽頭結膜熱（プール熱）・結核・髄膜炎菌性髄膜炎 
 
 

児童館
じ ど う か ん

を利用
り よ う

する時
とき

のやくそく 

★児童館
じ ど う か ん

には，食
た

べ物
もの

（ジュース，おやつなど）やおもちゃ，ゲーム機
き

，カードゲーム等
など

は，持
も

って 

来
こ

ないようにしましょう。 

 

★貴重品
きちょうひん

や携
けい

帯電話
た い で ん わ

，お金
かね

は，できるだけ持
も

って来
こ

ないようにしましょう。 

 

★自分
じ ぶ ん

の荷物
に も つ
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じ ぶ ん
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か ん り
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も

ち物
もの

や靴
くつ

，衣服
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かんがい

に出
で

る場合
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しょくいん
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せんせい
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★児童館
じ ど う か ん

では，決
き

まりを守
まも

り，友達
ともだち

と楽
たの

しく遊
あそ

びましょう。なお，友達
ともだち

に 著
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しく迷惑
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き
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をお 断
ことわ

りさせていただくことがあります。 

※上記「児童館を利用する時のやくそく」は，必ずお子様とお読みになり，ご確認ください。 

すべての利用者が安全に楽しく過ごせるように，ご協力をお願いいたします。 


